
    迫りくる巨大災害に備える 

    （すまいの耐震化） 

大阪府 住宅まちづくり部 
建築防災課 

大阪府における木造住宅の 
震災対策の取り組みについて 







阪神淡路大震災より 

全壊・半壊になった家屋の数  

写真提供：神戸大学附属図書館 

約２５万棟 



阪神淡路大震災より 

建物倒壊等によって生き埋め 

になった方の数  

約４万人 

写真提供：神戸大学附属図書館 



阪神・淡路大震災の被害の状況 

死者数 

家屋、家具類等の倒壊による圧迫死と思
われるもの 

４，８３１ 

（８８％） 
焼死体（火傷死体）及びその疑いのあるも
の 

５５０（１０％） 

その他 １２１（２％） 

合計 ５，５０２（１００％） 

※平成17年12月22日現在（消防庁） 

  死者数：６，４３４名、全壊住宅数：１０４，９０６棟 

平成7年度版「警察白書」より（警察庁調べ） 



阪神・淡路大震災の発生後 

平成7年に耐震改修促進法（建築物の耐震
改修の促進に関する法律）が施行 

 

（目的） 

 地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生
命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震
改修の促進のための処置を講ずることにより建築
物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福
祉の確保に資することを目的とする。 

 

 



平成18年に耐震改修促進法が改正 

 国は基本方針として耐震化率の目標などの具体
的な数値目標を掲げました。 

 目標耐震化率：75％(H15)→90%(H27) 

 また、大阪府も国の基本方針に基づき、「大阪
府住宅・建築物耐震10ヵ年戦略プラン」（耐震改
修促進計画）を平成18年12月に策定しました。 

 

平成25年に耐震改修促進法を再度改正 

 現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しない
全ての建築物の所有者に対して、耐震診断と必用
に応じた耐震改修の努力義務が追記されました。 

 

  



福井地震（M７．１） 昭和23年（1948年） 

地震力に対する必要壁
量の制定 

倍率（壁の強度）の制定 
建築基準法制定 昭和25年（1950年） 

宮城県沖地震（M７．４） 昭和53年（1978年） 

阪神・淡路大震災（M７．４） 平成7年（1995年） 

建築基準法改正 平成12年（2000年） 

地耐力に応じて基礎を特定 

継手・仕口の仕様を特定 

耐力壁の配置にバランス計
算が必要 

建築基準法改正 昭和56年（1981年） 

新耐震設計法の制定 

地震力に対しての必要 

壁量の改正 

建築基準法の変遷は 
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新耐震基準 旧耐震基準 

壁量係数 
１５ 

２４ 

２１ 

３３ 

壁倍率 
１.５ 

３.０ 

０.５ 

２.０ 

昭和５６年６月１日～ ～昭和５６年５月３１日 

＜重い建物の場合＞ 

平成１２年 

・
耐
震
壁
の
配
置
規
定
の
明
確
化 

・
継
ぎ
手
・
仕
口
の
明
確
化 

・
基
礎
の
仕
様
・
計
上
の
明
確
化 

木ずり 

二つ割筋かい 

壁の量 

ひとつひとつの 
壁の強さ 

壁の 

バランス 

部材の 

接合部 

基礎 

建築基準法 改正 



耐震基準の新旧比較（木造住宅） 

1F/2Fともに60㎡の家（重い家）に必要な「保有水平耐力」と「必要な耐震壁量」は以下のとおりです。 

壁係数24 

壁係数15 
必要壁量 60㎡×24cm/㎡=14.40m 

必要壁量を筋交の壁倍率で割る14.40m/3.0=4.8m 

1枚の壁の長さで割る 4.8m/0.91m=5.3枚≒6枚 

壁の量   11枚 

水平耐力  4.00t 

S56.5.31以前建築 

壁係数33 

壁係数21 

S56.6.1以降建築 

H12.6.1以降建築 

1F-X方向で比較・二つ割筋交の壁・モジュール0.91m 

必要壁量 60㎡×33cm/㎡=19.80m 

必要壁量を筋交の壁倍率で割る19.80m/2.0=9.9m 

1枚の壁の長さで割る 9.9m/0.91m=10.9枚≒11枚 

壁倍率3.0 

壁倍率2.0 

地震力・風力に耐える力は、新旧で約２倍の差があります。 

以下の基準を定められました 
 ・ねじれによる損傷・倒壊を防ぐため壁のバランス 

 ・壁の耐力を十分に支えるため、柱とはりなどの横架材をとめる金物の仕様 

 ・地盤の強さに応じた基礎の基準 

旧耐震 

[補強前] 

新耐震 

[補強後] 

壁の量   6枚 

水平耐力  2.18t すじかい 

すじかい 



大阪府の取り組みは 
 

平成18年12月に策定した、「大阪府住宅・建築
物耐震10ヵ年戦略プラン」（耐震改修促進計画）
に基づき、木造住宅の耐震化を進めています。 

 

（大阪府内における木造住宅の耐震化率） 

・平成18年 約59％ ⇒ 平成22年 約68% 

・平成27年に計画の見直しを予定 

 

大阪府内の地震被害想定は・・・  

 



大 阪 周 辺 の 活 断 層 図 

『近畿の活断層』[岡田・東郷編（2000）]などより  

大阪を縦断している
上町断層 

 
 
 

北摂を横断している
有馬・高槻断層 

大阪の府境を横断
している 

中央構造線断層 







地震による被害を減少させるため、 
市町村と大阪府で進めているのは 

阪神・淡路大震災では、特に被害が多かっ
た、昭和56年5月31日以前に建築された、
木造住宅を対象に、大規模な地震が起きた
際に、せめて倒壊しないように、改修する
ことを進めています。 

 

 木造住宅を耐震化するため

に補助を行っています      



耐震化とは何を目指すの？ 

地震に対する建築物の考え方が昭和56年6
月より新耐震設計法により大きく変更とな
る。 

耐震性があるとは・・・ 

中規模（震度5強程度）の地震に対しては大
きな損傷はしない。 

大地震（震度6強程度）に対しては居住者の
生命を守る（倒壊しない）ことを目標とし
ている。 

 



木造住宅の耐震化への 
補助制度 



耐   震  設  計 

 耐     震  改  修 

  耐   震  診  断   

お家の健康診断 

実際に悪いところを治す 

治し方を決める 

耐震化への主な流れ      



 耐震化を促進する支援   

 耐震診断・設計・補強にかかる府民負担を軽減 

  ⇒診断の自己負担額：５千円 

  ⇒設計費の補助：限度額１０万円 

  ⇒改修費の補助：定額７０万円 

  ⇒除却費の補助：定額４０万円（H26創設） 

 ※各市町によって制度が異なります 



耐震設計費について 

中央設計費※ 15万円 
平均設計費    18万円 

※費用を小さい順に並べたときに中央に位置
する設計費 



耐震改修費について 

中央工事費※ 200万円 
平均工事費   220万円 

※費用を小さい順に並べたときに中央に位置
する補強費 



 











耐震補強につながるリフォームの紹介 



加震実験映像（阪神淡路大震災） 

（実際の築30年住宅の揺れ） 

【提供：防災科学技術研究所 Eディフェン
ス】 

補強なし 

0.43 

補強あり 

1.53 

実際の築３０年の木造住宅を明石から移築 

阪神淡路のJR鷹取波を再現 
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耐震改修促進税制による税の優遇措置 
 

所得税の特別控除（上限25万円） 
（S56.5.31以前に建設着工した住宅） 

• 住宅の耐震補強工事に要した費用（補助金の額
は差し引く）の10%相当額（上限25万円）が
所得税額から控除されます。 

• 詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。 

 固定資産税の特別控除（1/2に減額） 
（S57.1.1以前から所在する住宅） 

• 住宅の耐震補強工事を行った場合、その住宅の
固定資産税が1年間２分の１に減額されます。 

• 詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。 

 

 



所有者への普及啓発は 

大阪府内で年間約170回普及啓発活動 

・耐震相談会の開催 

・出前講座での説明 

・自主防災訓練での説明 

・対象物件への戸別訪問 

・大阪府まちまるごと耐震化支援事業 



大阪府の取組み映像 
（まちまるごと耐震化支援事業） 



家具の固定など 
 地震への備え 
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地震のとき、家具がどうなるか！ 

【提供：防災科学技術研究所 Eディフェン
ス】 

独立行政法人防災科学技術研究

所 

兵庫耐震工学研究センター 

実大三次元震動破壊実験施設 

Ｅ-ディフェンス 
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加震実験映像（南海・東南海地震） 
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すぐに出来る地震対策 



すぐに出来る地震対策 



すぐに出来る地震対策 



すぐに出来る地震対策 



すぐに出来る地震対策 



〔家具固定のポイント〕 
  ○家具の上部を固定するより下部を固定すると 
    効果が大きい 
    ※上部と下部の両方を固定すればより効果的 
  ○長めのネジによる固定が基本 
  ○Ｌ型金具で直接家具と壁をしっかり固定する 
  ○上下に分かれている家具は金具で連結する 
 〔特に食器棚・本棚については〕  
  ○食器や本が飛び出さないように扉に留め具を 
        つける 
 〔特にピアノの場合は〕 
  ○キャスターが移動しないように固定する   



地震を含む災害時の 
個人・地域・行政などの関り方 

・自宅の耐震化、家具の固定 

・家族の役割分担、連絡方法 

・非常持出し袋の用意 

自助：共助：公助＝７：２：１ 

・地域や自治会での訓練 

・自主防災組織の設立 

・備蓄食料の用意 

割合イメージ 

 公助 

 
自衛隊、消防及び
警察等による、救
助活動や支援物資
の提供など、公的
支援で対応する。   

共助 

 
地域で初期消火や
負傷者の援助及び
避難所の自主的に
運営を行う。 

 

 

自助 

 
自分や家族の事
を中心に災害時
に対応する。 

 
 

 

 

 

 

リスクの共有化 

地域での 
取組み 

・行政団体の合同震災訓練 

・公共施設の耐震化 

・備蓄物資の用意 



地震は何時来るのか？ 

   災害は自宅に居てる際に起こるとは限りま
せんが、先ほどのスライドでもあるように、
何かあった時には、自分で自分の周辺を守る
ことが最優先です。 

  まずは一日の内、長い時間を過ごすご自宅
を耐震化することをお勧めします。 

  大切なご家族を地震から救うことに繋がり
ます。 

    



今から出来ることは？ 
• 地震による被害を最小限にとどめること 

 ⇒木造住宅を含めた建物の耐震化、家具の固定化  
など 

• 避難先へのルートを確認しておくこと 

 ⇒ハザードマップを活用した避難訓練など 

• 家族との連絡方法や合流先を確認しておくこと 

 ⇒避難のしやすい状況 

• 貴重品などを非常用持ち出し袋などと一緒に準備
しておくこと 

 ⇒急いで避難できる状況など 

 

 



以上で説明を終わります。 

 

ご清聴ありがとうございました。 


